
第一七七回 

閣第八三号 

   現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等

の一部を改正する法律案 

 （地方税法の一部改正） 

第一条 地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の一部を次のように改正する。 

  第二十二条中「調査」の下に「（不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方

税の犯則事件の調査を含む。）若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律（昭和四十四年法律第四十六号）の規定に基づいて行

う情報の提供のための調査に関する事務又は地方税の徴収」を加え、「その」を「これ

らの」に、「三十万円」を「百万円」に改める。 

  第二十三条第一項第四号中「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十一（同条第

一項、第六項及び第七項を除く。）」を加え、「の規定の」を「及び第四十二条の十二

の規定の」に改め、同項第四号の三中「（租税特別措置法第六十八条の九」の下に「及

び第六十八条の十五」を加え、「及び租税特別措置法第六十八条の九」を「並びに租税

特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」に改め、同

項第四号の四中「第六十八条の十第五項」の下に「、第六十八条の十の二第五項」を加

え、同項第八号中「第六条の三第一項」を「第六条の四第一項」に改める。 

  第二十四条の二第一項中「第五十三条第十九項」の下に「、第五十三条の三」を加え

る。 

  第二十七条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「同じ。）を

含む。第五十条第五項、第六十九条第四項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項、

第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項、第

七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項及

び」を「同じ。）を含む。第五十条第五項、第六十九条第四項、第七十条第二項、第七

十一条の十六第三項及び第四項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十一第二項、

第七十一条の三十七第三項及び第四項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十

二第二項、第七十一条の六十一第四項並びに」に、「若しくは使用人」を「、使用人」

に改める。 

  第三十条第一項中「三万円」を「三十万円」に改め、同条第二項中「代表者」の下に

「（人格のない社団等の管理人を含む。）」を加え、「若しくは使用人」を「、使用

人」に改める。 

  第三十一条中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第三十七条の二第一項中「五千円」を「二千円」に改め、同項第三号中「及び租税特

別措置法第四十一条の十八の三」を削り、「含む。）」の下に「並びに租税特別措置法

第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金（次号に掲げる



寄附金を除く。）」を加え、同項に次の一号を加える。 

  四 特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人（以下この号

及び第三項において「特定非営利活動法人」という。）に対する当該特定非営利活

動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の

うち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの

（特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。） 

  第三十七条の二第二項中「五千円」を「二千円」に改め、同条に次の三項を加える。 

 ３ 第一項第四号の規定による道府県の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる特定非

営利活動法人（以下この条において「控除対象特定非営利活動法人」という。）から

の申出があつた場合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例におい

ては、当該控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかに

しなければならない。 

 ４ 控除対象特定非営利活動法人は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿（各

事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及

びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載し

た書類をいう。次項において同じ。）を備え、これを保存しなければならない。 

 ５ 道府県知事は、第一項（同項第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。）の規定に

よつて控除すべき金額の計算のために必要があると認めるときは、控除対象特定非営

利活動法人に対し、同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の

資料の提出をさせることができる。 

  第四十一条第二項中「第三百二十四条、第三百二十八条の十六第一項及び第三項から

第五項まで」を「第三百十七条の四（第三百十七条の二第一項から第五項までの規定に

よつて提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出した者に係る部分に限る。）、第三百

二十四条、第三百二十八条の十六第一項及び第三項から第六項まで」に改める。 

  第四十五条の二第一項ただし書中「第三十七条の二」を「第三十七条の二第一項（同

項第四号に掲げる寄附金（租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項に規定する認定

特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。）に係る部分を除

く。）及び第二項」に改め、同条に次の一項を加える。 

 ５ 第二十四条第一項第一号の者は、第三十七条の二第一項（同項第四号に掲げる寄附

金に係る部分に限る。）の規定によつて控除すべき金額の控除を受けようとする場合

においては、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額そ

の他必要な事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第五項に規定する申告書と併

せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 

  第五十条第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五

十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改

め、同条第四項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 



  第五十三条第五項、第九項、第十二項及び第十五項中「第四十二条の五第五項」の下

に「、第四十二条の五の二第五項」を加え、同条第三十項中「（昭和四十四年法律第四

十六号）」を削る。 

  第五十三条の二の次に次の一条を加える。 

  （法人の道府県民税に係る故意不申告の罪） 

 第五十三条の三 正当な事由がなくて第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項

の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合

においては、法人の代表者（人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者で

ある個人を含む。）、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一

年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除

することができる。 

 ２ 法人の代表者（人格のない社団等の管理人を含む。）又は代理人、使用人その他の

従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行

為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。 

 ３ 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又

は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人

又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

  第五十四条第一項中「又は代理人若しくは」を「（法人課税信託の受託者である個人

を含む。）、代理人、」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「若し

くは使用人」を「、使用人」に、「外」を「ほか」に改める。 

  第六十二条第一項中「除く」の下に「。第三項において同じ」を、「代表者（」の下

に「人格のない社団等の管理人及び」を、「含む」の下に「。第三項において同じ」を

加え、「又は代理人若しくは」を「、代理人、」に、「五年」を「十年」に、「百万

円」を「千万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改

め、同条第二項中「百万円」を「千万円」に改め、同条第五項中「第三項」を「第五

項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第三項」を

加え、「同項」を「これらの項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「代表

者」の下に「（人格のない社団等の管理人を含む。）」を加え、「若しくは使用人」を

「、使用人」に改め、「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「この条」を「当該各

項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。 

 ３ 第一項に規定するもののほか、第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項の

規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、

法人の道府県民税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者、代理人、

使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円

以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

 ４ 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の



額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額

以下の額とすることができる。 

  第六十九条第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五十万円」

に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改め、同条第四項中「若しくは

使用人」を「、使用人」に改める。 

  第七十条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同条第二項

中「若しくは使用人」を「、使用人」に改める。 

  第七十一条の十六第一項中「三年」を「十年」に、「五十万円」を「二百万円」に改

め、同条第二項中「五十万円」を「二百万円」に改め、同条第三項中「本条」を「同

項」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条

第三項の次に次の一項を加える。 

 ４ 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合におけ

る時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 

  第七十一条の二十第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五十

万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。 

  第七十一条の二十一第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、

同条第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。 

  第七十一条の三十七第一項中「三年」を「十年」に、「五十万円」を「二百万円」に

改め、同条第二項中「五十万円」を「二百万円」に改め、同条第三項中「本条」を「同

項」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条

第三項の次に次の一項を加える。 

 ４ 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合におけ

る時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 

  第七十一条の四十一第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五

十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。 

  第七十一条の四十二第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、

同条第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。 

  第七十一条の五十七第一項中「三年」を「十年」に、「五十万円」を「二百万円」に

改め、同条第二項中「五十万円」を「二百万円」に改め、同条第三項中「若しくは使用

人」を「、使用人」に、「本条」を「同項」に改め、同条に次の一項を加える。 

 ４ 前項の規定により第一項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効

の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 

  第七十一条の六十一第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五

十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。 

  第七十一条の六十二第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、

同条第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。 



  第七十二条の八第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「第七十

二条の三十七、第七十二条の四十九の三第一項及び第三項」を「第七十二条の三十七第

一項及び第二項、第七十二条の四十九の三第一項、第三項及び第五項」に改める。 

  第七十二条の十第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。 

  第七十二条の十一中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第七十二条の二十四の二第四項中「保険の各事業年度の正味収入保険料に百分の四十

を乗じて得た」を「次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める」

に改め、同項に次の各号を加える。 

  一 保険業法第三条第四項第一号及び第二号に掲げる保険 各事業年度の正味収入保

険料に百分の十六を乗じて得た金額 

  二 保険業法第三条第五項第一号に掲げる保険 各事業年度の正味収入保険料に百分

の二十六を乗じて得た金額 

  第七十二条の二十六第一項中「すべて」を「全て」に、「（次項及び第三項」を

「（以下この項から第三項まで」に、「計算したときは」を「計算した場合には、当該

付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額が予

定申告に係る事業税額を超えないときに限り」に改める。 

  第七十二条の三十六中「二十万円」を「五十万円」に、「但し」を「ただし」に、

「因り」を「より」に改める。 

  第七十二条の三十七第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「若

しくは使用人」を「、使用人」に改める。 

  第七十二条の三十八第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「若

しくは使用人」を「、使用人」に改める。 

  第七十二条の四十九の三第一項中「含む」の下に「。第三項において同じ」を加え、

「又は代理人若しくは」を「、代理人、」に、「五年」を「十年」に、「五百万円」を

「千万円」に改め、同条第二項中「五百万円」を「千万円」に改め、同条第五項中「第

三項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第一項」の下に

「又は第三項」を加え、「同項」を「これらの項」に改め、同項を同条第六項とし、同

条第三項中「若しくは使用人」を「、使用人」に改め、「第一項」の下に「又は第三

項」を加え、「この条」を「当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の

次に次の二項を加える。 

 ３ 第一項に規定するもののほか、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第

一項又は第七十二条の二十九第一項若しくは第三項の規定による申告書を当該各項に

規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、法人の行う事業に対する事業

税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者、代理人、使用人その他の

従業者で、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に

処し、又はこれを併科する。 



 ４ 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の

額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額

以下の額とすることができる。 

  第七十二条の四十九の六第一項中「二十万円」を「五十万円」に改める。 

  第七十二条の五十六第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「又

は使用人」を「、使用人」に、「外」を「ほか」に改める。 

  第七十二条の五十七中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第七十二条の六十第一項中「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改め、

同条第二項中「五百万円」を「千万円」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「又は

第三項」を加え、「同項」を「これらの項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三

項中「又は使用人」を「、使用人」に改め、「第一項」の下に「又は第三項」を加え、

「本条」を「当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を

加える。 

 ３ 第一項に規定するもののほか、第七十二条の五十五の規定によつて申告し、又は報

告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、個人の行う事業に対する事

業税の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処

し、又はこれを併科する。 

 ４ 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の

額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額

以下の額とすることができる。 

  第七十二条の六十四第一項中「二十万円」を「五十万円」に改める。 

  第七十二条の六十九第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠蔽
ぺい

し」を「隠蔽し」

に、「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万

円」に改める。 

  第七十二条の七十第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第七十二条の八十五第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、

同条第二項中「第七十二条の九十五第三項」を「第七十二条の九十五第六項」に改める。 

  第七十二条の九十一第一項及び第七十二条の九十二第一項中「二十万円」を「五十万

円」に改める。 

  第七十二条の九十五第一項を次のように改める。 

   次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に

処し、又はこれを併科する。 

  一 偽りその他不正の行為によつて、譲渡割の全部又は一部を免れた者 

  二 偽りその他不正の行為によつて、第七十二条の八十八第二項又は第三項の規定に

よる還付を受けた者 

  第七十二条の九十五第五項中「第三項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、



同条第四項中「第一項」の下に「、第二項又は第四項」を加え、「同項」を「これらの

項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第一項」の下に「、第二項又は第

四項」を加え、「本条」を「当該各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中

「前項の免れた税額又は還付を受けた金額」を「第一項第一号の免れた税額若しくは同

項第二号の還付を受けた金額又は前項の犯罪に係る還付を受けようとした金額」に、

「五百万円」を「千万円」に、「同項」を「当該各項」に、「又は還付を受けた金額に

相当する額」を「若しくは還付を受けた金額又は還付を受けようとした金額に相当する

額」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。 

 ４ 第一項第一号に規定するもののほか、第七十二条の八十八第一項の規定による申告

書をその提出期限までに提出しないことにより、譲渡割の全部又は一部を免れた者は、

五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

 ５ 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の

額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額

以下の額とすることができる。 

  第七十二条の九十五第一項の次に次の一項を加える。 

 ２ 前項第二号の罪の未遂（第七十二条の八十八第二項に規定する申告書を提出した者

に係るものに限る。）は、罰する。 

  第七十二条の百二第一項中「二十万円」を「五十万円」に改める。 

  第七十二条の百九第一項中「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改め、

同条第二項中「五百万円」を「千万円」に改め、同条第三項中「本条」を「同項」に改

める。 

  第七十二条の百十第一項中「五年」を「十年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、

同条第二項中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第三項中「本条」を「同項」に改

める。 

  第七十三条の四第一項第四号の四中「第五条第十二項」を「第五条第十三項」に改め

る。 

  第七十三条の九第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第七十三条の十一第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。 

  第七十三条の十二中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第七十三条の十四中第六項及び第七項を削り、第八項を第六項とし、第九項を第七項

とし、第十項を第八項とし、第十一項を削り、第十二項を第九項とし、第十三項を削り、

第十四項を第十項とする。 

  第七十三条の十九第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第七十三条の二十中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第七十三条の二十七の四の見出し中「市街地再開発組合等」を「再開発会社」に改め、

同条第一項から第六項までを削り、同条第七項中「、再開発会社」を「、都市再開発法



第五十条の二第三項に規定する再開発会社（以下この条において「再開発会社」とい

う。）」に、「第二種市街地再開発事業の施行に伴い都市再開発法」を「同法第二条第

一号に規定する第二種市街地再開発事業（以下この条において「第二種市街地再開発事

業」という。）の施行に伴い同法」に、「この項及び次項」を「この条」に改め、同項

を同条第一項とし、同条第八項を同条第二項とし、同条第九項から第十二項までを削る。 

  第七十三条の二十七の五を削る。 

  第七十三条の二十七の六第一項中「及び次条」及び「。次項において同じ」を削り、

同条第二項を次のように改める。 

 ２ 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、

当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の

申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から五年以内

の期間（当該不動産が同項に定める土地改良事業に係るものである場合には、当該取

得の日から同項に定める一年を経過する日までの期間）を限つて、当該不動産に係る

不動産取得税額を徴収猶予するものとする。 

  第七十三条の二十七の六に次の一項を加える。 

 ３ 第七十三条の二十五第二項から第四項まで、第七十三条の二十六及び第七十三条の

二十七の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並び

に第一項の場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準

用する。 

  第七十三条の二十七の六を第七十三条の二十七の五とする。 

  第七十三条の二十七の七の見出し中「土地改良区等」を「土地改良区」に改め、同条

第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「又は農地保有合理化法人

等が前項の換地を取得した場合」を削り、同項を同条第二項とし、同条を第七十三条の

二十七の六とする。 

  第七十三条の二十七の八及び第七十三条の二十七の九を削る。 

  第七十三条の三十第一項中「詐偽」を「偽り」に、「免かれた」を「免れた」に、

「三年」を「五年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、「若しくは科料」を削り、

「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同条第二項中「免かれた」を「免れた」に、「五

十万円」を「百万円」に、「こえる」を「超える」に、「因り」を「より」に改め、同

条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「外」を「ほか」に、「本条」を

「当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。 

 ３ 第一項に規定するもののほか、第七十三条の十八の規定によつて申告し、又は報告

すべき事項について申告又は報告をしないことにより、不動産取得税の全部又は一部

を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科

する。 

 ４ 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の



額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額

以下の額とすることができる。 

  第七十三条の三十に次の一項を加える。 

 ６ 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合におけ

る時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 

  第七十三条の三十七第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠蔽
ぺい

し」を「隠蔽し」

に、「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万

円」に改める。 

  第七十三条の三十八第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第七十四条の八第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同条

第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。 

  第七十四条の十二の次に次の一条を加える。 

  （たばこ税に係る不申告に関する過料） 

 第七十四条の十二の二 道府県は、たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第七十

四条の十第一項から第三項までの規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の

提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で

十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

  第七十四条の十五第一項及び第二項中「三年」を「十年」に改め、同条第四項中「又

は第二項」を「、第二項又は第四項」に、「この条」を「当該各項」に改め、同項を同

条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。 

 ４ 第一項に規定するもののほか、第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告

書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、たばこ税の

全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又

はこれを併科する。 

 ５ 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、

同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の

額とすることができる。 

  第七十四条の十五に次の一項を加える。 

 ７ 前項の規定により第一項、第二項又は第四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑

を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。 

  第七十四条の十八第一項中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「一年以下の

懲役又は五十万円」に改め、同条第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。 

  第七十四条の二十八第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五

十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。 

  第七十四条の二十九第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、

同条第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。 



  第七十八条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第八十条第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。 

  第八十一条中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第八十五条第一項中「各号の一に」を「各号のいずれかに」に、「六月」を「一年」

に、「十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号中「一に」を「いずれかに」に改め

る。 

  第八十六条第一項中「三年」を「五年」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及

び罰金」を「これ」に改め、同条第三項中「この条」を「同項」に改め、同条に次の一

項を加える。 

 ４ 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合におけ

る時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 

  第九十五条第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五十万円」

に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。 

  第九十六条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第百十七条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第百二十四条の次に次の一条を加える。 

  （自動車取得税に係る不申告に関する過料） 

 第百二十四条の二 道府県は、自動車取得税の納税義務者が正当な事由がなくて第百二

十二条第一項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出

しなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を

科する旨の規定を設けることができる。 

  第百二十七条第一項中「三年」を「五年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、

「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同条第二項中「五十万

円」を「百万円」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「こ

の条」を「当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加

える。 

 ３ 第一項に規定するもののほか、第百二十二条第一項の規定による申告書を同項各号

に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、自動車取得税の全部又は

一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを

併科する。 

 ４ 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の

額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額

以下の額とすることができる。 

  第百二十七条に次の一項を加える。 

 ６ 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合におけ

る時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 



  第百三十七条第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五十万

円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。 

  第百三十八条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第百四十四条の十二第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中

「刑」を「罰金刑」に改める。 

  第百四十四条の十七第一項中「三十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、

同条第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。 

  第百四十四条の十九第一項中「二十万円」を「五十万円」に改める。 

  第百四十四条の二十二第一項及び第百四十四条の二十五第二項中「五年」を「十年」

に、「五百万円」を「千万円」に改める。 

  第百四十四条の二十六第一項中「一年」を「二年」に、「五十万円」を「百万円」に

改める。 

  第百四十四条の二十八第一項中「二十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改

め、同条第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。 

  第百四十四条の三十三第一項中「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に

改め、同条第二項中「三年」を「七年」に、「三百万円」を「七百万円」に改め、同条

第三項中「二年」を「三年」に、「二百万円」を「三百万円」に改め、同条第四項中

「一年」を「二年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第五項中「二十万円」

を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同条に次の一項を加える。 

 ７ 前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する

場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。 

  第百四十四条の三十七第一項中「二十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改

め、同条第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。 

  第百四十四条の三十九第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中

「刑」を「罰金刑」に改める。 

  第百四十四条の四十一第一項から第三項までの規定中「五年」を「十年」に、「五百

万円」を「千万円」に改め、同条第四項中「五百万円」を「千万円」に、「当該各項の

罰金」を「、当該各項の罰金」に改め、同条第六項中「規定により第一項から第三項ま

で」の下に「又は第五項」を加え、「それぞれ第一項から第三項まで」を「これらの

項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第三項まで」の下に「又は第五

項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。 

 ５ 第二項に規定するもののほか、第百四十四条の十八第一項各号の規定による申告書

を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、同条の規定に

よつて納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免れた納税者は、五年以下の懲役若し

くは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

 ６ 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の



額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額

以下の額とすることができる。 

  第百四十四条の五十二第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百

五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。 

  第百四十四条の五十三第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、

同条第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。 

  第百五十三条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第百五十四条中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第百五十六条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第百五十八条第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。 

  第百五十九条中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第百六十条第一項中「詐偽」を「偽り」に、「免かれた」を「免れた」に、「三年」

を「五年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及

び罰金」を「これ」に改め、同条第二項中「免かれた」を「免れた」に、「五十万円」

を「百万円」に、「こえる」を「超える」に、「因り」を「より」に改め、同条第三項

中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「外」を「ほか」に、「本条」を「当該各

項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。 

 ３ 第一項に規定するもののほか、第百五十二条第一項の規定によつて申告し、又は報

告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、自動車税の全部又は一部を

免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す

る。 

 ４ 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の

額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額

以下の額とすることができる。 

  第百六十条に次の一項を加える。 

 ６ 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合におけ

る時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 

  第百六十八条第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠蔽
ぺい

し」を「隠蔽し」に、

「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」

に改める。 

  第百六十九条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第百八十六条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第百八十七条中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第百八十九条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第百九十一条第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。 

  第百九十一条の二中「三万円」を「十万円」に改める。 



  第百九十二条第一項中「詐偽」を「偽り」に、「免かれた」を「免れた」に、「三

年」を「五年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲

役及び罰金」を「これ」に改め、同条第二項中「免かれた」を「免れた」に、「五十万

円」を「百万円」に、「こえる」を「超える」に、「因り」を「より」に改め、同条第

三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「外」を「ほか」に、「本条」を「当

該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。 

 ３ 第一項に規定するもののほか、第百八十五条の規定によつて申告し、又は報告すべ

き事項について申告又は報告をしないことにより、鉱区税の全部又は一部を免れた者

は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

 ４ 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の

額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額

以下の額とすることができる。 

  第百九十二条に次の一項を加える。 

 ６ 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合におけ

る時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 

  第二百一条第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠蔽
ぺい

し」を「隠蔽し」に、「五

十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改

める。 

  第二百二条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第二百六十五条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第二百六十七条第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。 

  第二百六十八条中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第二百七十二条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第二百七十三条中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第二百八十一条第一項中「詐偽」を「偽り」に、「免かれた」を「免れた」に、「三

年」を「五年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲

役及び罰金」を「これ」に改め、同条第二項中「三年」を「五年」に、「五十万円」を

「百万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同

条第三項中「免かれた」を「免れた」に、「五十万円」を「百万円」に、「こえる」を

「超える」に、「因り」を「より」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「、第二項

又は第四項」に、「外」を「ほか」に、「本条」を「当該各項」に改め、同項を同条第

六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。 

 ４ 第一項に規定するもののほか、第二百七十一条の規定によつて申告し、又は報告す

べき事項について申告又は報告をしないことにより、道府県法定外普通税の全部又は

一部を免れた納税者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこ

れを併科する。 



 ５ 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の

額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額

以下の額とすることができる。 

  第二百八十一条に次の一項を加える。 

 ７ 前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する

場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。 

  第二百八十六条第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠蔽
ぺい

し」を「隠蔽し」に、

「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」

に改める。 

  第二百八十七条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第二百九十二条第一項第四号中「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十一（同

条第一項、第六項及び第七項を除く。）」を加え、「の規定の」を「及び第四十二条の

十二の規定の」に改め、同項第四号の三中「（租税特別措置法第六十八条の九」の下に

「及び第六十八条の十五」を加え、「及び租税特別措置法第六十八条の九」を「並びに

租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」に改め、

同項第四号の四中「第六十八条の十第五項」の下に「、第六十八条の十の二第五項」を

加え、同項第八号中「第六条の三第一項」を「第六条の四第一項」に改める。 

  第二百九十四条の二第一項中「第三百二十一条の八第十九項」の下に「、第三百二十

一条の八の三」を加える。 

  第二百九十九条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「同

じ。）を含む。第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第四項、第三百二十八条の十

六第四項、第三百三十二条第四項及び」を「同じ。）を含む。第三百十七条の七第二項、

第三百二十四条第七項及び第八項、第三百二十八条の十六第四項及び第五項、第三百三

十二条第四項並びに」に、「管理人を含む。第三百十七条の七第二項、第三百二十四条

第四項」を「管理人を含む。第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第七項」に改め

る。 

  第三百一条第一項中「三万円」を「三十万円」に改め、同条第二項中「代表者」の下

に「（人格のない社団等の管理人を含む。）」を加える。 

  第三百二条中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第三百十四条の七第一項中「五千円」を「二千円」に改め、同項第三号中「及び租税

特別措置法第四十一条の十八の三」を削り、「含む。）」の下に「並びに租税特別措置

法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金（次号に掲げ

る寄附金を除く。）」を加え、同項に次の一号を加える。 

  四 特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人（以下この号

及び第三項において「特定非営利活動法人」という。）に対する当該特定非営利活

動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の



うち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの

（特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。） 

  第三百十四条の七第二項中「五千円」を「二千円」に改め、同条に次の三項を加える。 

 ３ 第一項第四号の規定による市町村の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる特定非

営利活動法人（以下この条において「控除対象特定非営利活動法人」という。）から

の申出があつた場合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例におい

ては、当該控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかに

しなければならない。 

 ４ 控除対象特定非営利活動法人は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿（各

事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及

びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載し

た書類をいう。次項において同じ。）を備え、これを保存しなければならない。 

 ５ 市町村長は、第一項（同項第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。）の規定によ

つて控除すべき金額の計算のために必要があると認めるときは、控除対象特定非営利

活動法人に対し、同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の資

料の提出をさせることができる。 

  第三百十七条の二第一項ただし書中「第三百十四条の七」を「第三百十四条の七第一

項（同項第四号に掲げる寄附金（租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項に規定す

る認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。）に係る部分を

除く。）及び第二項」に改め、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五

項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。 

 ５ 第二百九十四条第一項第一号の者は、第三百十四条の七第一項（同項第四号に掲げ

る寄附金に係る部分に限る。）の規定によつて控除すべき金額の控除を受けようとす

る場合においては、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金

の額その他必要な事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町

村長に提出しなければならない。 

  第三百十七条の四第一項中「から第四項まで」を「から第五項まで」に、「同条第六

項若しくは第七項」を「同条第七項若しくは第八項」に、「二十万円」を「五十万円」

に改め、同条第二項中「代表者」の下に「（人格のない社団等の管理人を含む。）」を

加える。 

  第三百十七条の五中「同条第六項若しくは第七項」を「同条第七項若しくは第八項」

に、「三万円」を「十万円」に改める。 

  第三百十七条の七第一項中「二十万円」を「五十万円」に改める。 

  第三百二十一条の八第五項、第九項、第十二項及び第十五項中「第四十二条の五第五

項」の下に「、第四十二条の五の二第五項」を加える。 

  第三百二十一条の八の二の次に次の一条を加える。 



  （法人の市町村民税に係る故意不申告の罪） 

 第三百二十一条の八の三 正当な事由がなくて第三百二十一条の八第一項、第二項、第

四項又は第十九項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提

出しなかつた場合においては、法人の代表者（人格のない社団等の管理人及び法人課

税信託の受託者である個人を含む。）、代理人、使用人その他の従業者でその違反行

為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状によ

り、その刑を免除することができる。 

 ２ 法人の代表者（人格のない社団等の管理人を含む。）又は代理人、使用人その他の

従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行

為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。 

 ３ 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又

は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人

又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

  第三百二十一条の九第一項中「又は代理人若しくは」を「（法人課税信託の受託者で

ある個人を含む。）、代理人、」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項

中「若しくは使用人」を「、使用人」に、「外」を「ほか」に改める。 

  第三百二十四条第一項中「除く」の下に「。第五項において同じ」を加え、「五年」

を「十年」に、「百万円」を「千万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び

罰金」を「これ」に改め、同条第六項中「第四項」を「第七項」に改め、同項を同条第

九項とし、同条第五項中「第一項」の下に「、第三項又は第五項」を加え、「同項」を

「これらの項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「又は第二項」を「、第

三項又は第五項」に、「この条」を「当該各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条

第三項中「第一項の免れた税額又は」を削り、「百万円」を「二百万円」に、「当該各

項」を「同項」に、「その免れた税額又は」を「その」に改め、同項を同条第四項とし、

同項の次に次の二項を加える。 

 ５ 第一項に規定するもののほか、第三百十七条の二第一項若しくは第二項の規定によ

つて提出すべき申告書を提出しないこと若しくは同条第七項若しくは第八項の規定に

よつて申告すべき事項について申告しないこと又は第三百二十一条の八第一項、第二

項、第四項若しくは第十九項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出

期限内に提出しないことにより、市町村民税の全部又は一部を免れた者は、五年以下

の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

 ６ 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の

額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額

以下の額とすることができる。 

  第三百二十四条第二項中「三年」を「十年」に、「五十万円」を「二百万円」に改め、

「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同項を同条第三項とし、



同条第一項の次に次の一項を加える。 

 ２ 前項の免れた税額が千万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額

は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下

の額とすることができる。 

  第三百二十八条の八中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第三百二十八条の十六第一項中「三年」を「十年」に、「五十万円」を「二百万円」

に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「五十万円」に改

め、同条第三項中「五十万円」を「二百万円」に、「こえる」を「超える」に改め、同

条第四項中「これらの項」を「当該各項」に改め、同条第五項中「前項」を「第四項」

に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。 

 ５ 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合におけ

る時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 

  第三百三十二条第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠蔽
ぺい

し」を「隠蔽し」に、

「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」

に改める。 

  第三百三十三条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第三百四十八条第二項第十号の四中「第五条第十二項」を「第五条第十三項」に改め

る。 

  第三百四十九条の三中第十八項を削り、第十七項を第十八項とし、第十四項から第十

六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十三項中「第二十八項」を「第二十七項」に改め、

同項を同条第十四項とし、同条中第十二項を第十三項とし、第九項から第十一項までを

一項ずつ繰り下げ、同条第八項中「（当該航空機のうち」を「の額とし、その後三年度

分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の二の額とする。ただし、当該航空

機のうち、」に、「（以下この項において「小型航空機」という。）にあつては」を

「に対して課する固定資産税の課税標準は」に改め、「）の額とし、その後三年度分の

固定資産税については当該航空機の価格の三分の二（小型航空機にあつては、当該航空

機の価格の二分の一）」を削り、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、

同条第六項の次に次の一項を加える。 

 ７ 前項に規定する外航船舶及び準外航船舶以外の船舶のうち、離島航路整備法（昭和

二十七年法律第二百二十六号）第二条第二項に規定する離島航路事業者が専ら同項に

規定する離島航路事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前

項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。 

  第三百四十九条の三第十九項中「。第二十七項において同じ」を削り、同条第二十項

中「第十四項又は第二十八項」を「第十五項又は第二十七項」に改め、同条第二十三項

中「供する固定資産」を「供する土地」に、「掲げる固定資産」を「掲げる土地」に、

「前二条」を「第三百四十九条」に改め、「当該固定資産のうち、土地にあつては」及



び「とし、家屋及び償却資産にあつては当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産

税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該家屋及び償却

資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分

の固定資産税については当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき

価格の三分の二の額」を削り、同条中第二十七項を削り、第二十八項を第二十七項とし、

第二十九項を第二十八項とし、第三十項から第三十三項までを削り、第三十四項を第二

十九項とする。 

  第三百四十九条の三の二第一項中「第十一項を」を「第十二項を」に、「前条第十一

項」を「前条第十二項」に改め、同条第二項中「前条第十一項」を「前条第十二項」に

改める。 

  第三百五十四条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改める。 

  第三百五十六条第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。 

  第三百五十七条中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第三百五十八条第一項中「詐偽」を「偽り」に、「免かれた」を「免れた」に、「三

年」を「五年」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、

同条第二項中「免かれた」を「免れた」に、「こえる」を「超える」に、「因り」を

「より」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「外」を「ほ

か」に、「本条」を「当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次

の二項を加える。 

 ３ 第一項に規定するもののほか、第三百八十三条、第三百八十四条又は第三百九十四

条の規定によつて申告すべき事項について申告をしないことにより、固定資産税の全

部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又は

これを併科する。 

 ４ 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の

額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額

以下の額とすることができる。 

  第三百五十八条に次の一項を加える。 

 ６ 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合におけ

る時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 

  第三百七十四条第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠蔽
ぺい

し」を「隠蔽し」に、

「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」

に改める。 

  第三百七十五条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第三百八十五条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改める。 

  第三百八十六条中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第三百九十五条第一項及び第三百九十七条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改



める。 

  第四百四十八条第一項中「五万円」を「三十万円」に改める。 

  第四百四十九条中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第四百五十一条第一項中「五万円」を「三十万円」に改める。 

  第四百五十二条第一項中「詐偽」を「偽り」に、「十万円」を「百万円」に改め、

「又は科料」を削り、同条第二項中「十万円」を「百万円」に改め、同条第三項中「第

一項」の下に「又は第三項」を加え、「外」を「ほか」に、「本条」を「当該各項」に

改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。 

 ３ 第一項に規定するもののほか、第四百四十七条第一項の規定によつて申告し、又は

報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、軽自動車税の全部又は一

部を免れた者は、五十万円以下の罰金に処する。 

 ４ 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の

額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額

以下の額とすることができる。 

  第四百六十条第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠蔽
ぺい

し」を「隠蔽し」に、

「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第二項中「免かれさせる」を「免れさせ

る」に、「また同項と同様」を「同項と同様と」に改め、同条第三項中「三十万円」を

「百五十万円」に改める。 

  第四百六十一条第一項中「十万円」を「三十万円」に改める。 

  第四百七十一条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同条

第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。 

  第四百七十五条の次に次の一条を加える。 

  （たばこ税に係る不申告に関する過料） 

 第四百七十五条の二 市町村は、たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第四百七

十三条第一項又は第二項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限

までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以

下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 

  第四百七十八条第一項及び第二項中「三年」を「十年」に改め、同条第四項中「又は

第二項」を「、第二項又は第四項」に、「この条」を「当該各項」に改め、同項を同条

第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。 

 ４ 第一項に規定するもののほか、第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告

書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、たばこ税の

全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又

はこれを併科する。 

 ５ 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、

同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の



額とすることができる。 

  第四百七十八条に次の一項を加える。 

 ７ 前項の規定により第一項、第二項又は第四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑

を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。 

  第四百八十五条の四第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五

十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。 

  第四百八十五条の五第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、

同条第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。 

  第五百二十二条の次に次の一条を加える。 

  （鉱産税に係る不申告に関する過料） 

 第五百二十二条の二 市町村は、鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定によ

る申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、

その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けること

ができる。 

  第五百二十三条第一項中「前条」を「第五百二十二条」に、「且つ」を「かつ」に、

「但し」を「ただし」に改める。 

  第五百二十四条中「二十万円」を「五十万円」に、「但し」を「ただし」に、「因

り」を「より」に改める。 

  第五百二十六条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改める。 

  第五百二十八条第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。 

  第五百二十九条中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第五百三十条第一項中「詐偽」を「偽り」に、「免かれた」を「免れた」に、「三

年」を「五年」に、「五百万円」を「千万円」に改め、同条第二項中「免かれた」を

「免れた」に、「五百万円」を「千万円」に、「こえる」を「超える」に、「因り」を

「より」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「外」を「ほ

か」に、「本条」を「当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次

の二項を加える。 

 ３ 第一項に規定するもののほか、第五百二十二条の規定による申告書を同条に規定す

る申告書の提出期限までに提出しないことにより、鉱産税の全部又は一部を免れた者

は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

 ４ 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の

額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額

以下の額とすることができる。 

  第五百三十条に次の一項を加える。 

 ６ 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合におけ

る時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 



  第五百四十二条第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠蔽
ぺい

し」を「隠蔽し」に、

「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」

に改める。 

  第五百四十三条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第五百八十六条第二項第四号の五中「第五条第十二項」を「第五条第十三項」に改め

る。 

  第五百八十九条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改める。 

  第五百九十一条第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。 

  第五百九十二条中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第六百条の次に次の一条を加える。 

  （特別土地保有税に係る不申告に関する過料） 

 第六百条の二 市町村は、特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて第五百九

十九条第一項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出

しなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を

科する旨の規定を設けることができる。 

  第六百三条第一項及び第二項中「又は第七十三条の二十七の九」を削る。 

  第六百四条第一項中「三年」を「五年」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及

び罰金」を「これ」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、

「本条」を「当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を

加える。 

 ３ 第一項に規定するもののほか、第五百九十九条第一項の規定による申告書を同項各

号に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、特別土地保有税の全部

又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこ

れを併科する。 

 ４ 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、

同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の

額とすることができる。 

  第六百四条に次の一項を加える。 

 ６ 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合におけ

る時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 

  第六百十四条第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五十万

円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。 

  第六百十五条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第

一号中「行なう」を「行う」に改める。 

  第六百七十五条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第六百七十七条第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。 



  第六百七十八条中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第六百八十二条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第六百八十三条中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第六百九十一条第一項中「詐偽」を「偽り」に、「免かれた」を「免れた」に、「三

年」を「五年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲

役及び罰金」を「これ」に改め、同条第二項中「三年」を「五年」に、「五十万円」を

「百万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同

条第三項中「免かれた」を「免れた」に、「五十万円」を「百万円」に、「こえる」を

「超える」に、「因り」を「より」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「、第二項

又は第四項」に、「外」を「ほか」に、「本条」を「当該各項」に改め、同項を同条第

六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。 

 ４ 第一項に規定するもののほか、第六百八十一条の規定によつて申告し、又は報告す

べき事項について申告又は報告をしないことにより、市町村法定外普通税の全部又は

一部を免れた納税者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこ

れを併科する。 

 ５ 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の

額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額

以下の額とすることができる。 

  第六百九十一条に次の一項を加える。 

 ７ 前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する

場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。 

  第六百九十六条第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠蔽
ぺい

し」を「隠蔽し」に、

「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」

に改める。 

  第六百九十七条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第七百条の五十七第一項中「五万円」を「三十万円」に改める。 

  第七百条の五十八中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第七百条の六十第一項中「五万円」を「三十万円」に改める。 

  第七百条の六十一第一項中「十万円」を「百万円」に改め、「又は科料」を削り、同

条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「当該各項」に改め、同項を同条第三

項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 

 ２ 前項に規定するもののほか、第七百条の五十六の規定によつて申告し、又は報告す

べき事項について申告又は報告をしないことにより、狩猟税の全部又は一部を免れた

者は、五十万円以下の罰金に処する。 

  第七百条の六十七第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五十

万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。 



  第七百条の六十八第一項中「十万円」を「三十万円」に改める。 

  第七百一条の六第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第七百一条の七第一項中「三年」を「五年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、

「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同条第二項中「五十万

円」を「百万円」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「本条」を「同

項」に改め、同条に次の一項を加える。 

 ４ 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合におけ

る時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 

  第七百一条の十九第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠蔽
ぺい

し」を「隠蔽し」に、

「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」

に改める。 

  第七百一条の二十第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第七百一条の三十四第三項第十号の四中「第五条第十二項」を「第五条第十三項」に

改める。 

  第七百一条の三十六第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「第

七百一条の五十六第三項」を「第七百一条の五十六第五項」に改める。 

  第七百一条の三十八第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。 

  第七百一条の三十九中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第七百一条の四十一第二項中「助成金」の下に「その他これに類するものとして総務

省令で定めるもの」を加える。 

  第七百一条の四十九の次に次の一条を加える。 

  （事業所税に係る不申告に関する過料） 

 第七百一条の四十九の二 指定都市等は、事業所税の納税義務者が正当な事由がなくて

第七百一条の四十六第一項若しくは第三項又は第七百一条の四十七第一項若しくは第

三項の規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなか

つた場合においては、その者に対し、当該指定都市等の条例で十万円以下の過料を科

する旨の規定を設けることができる。 

  第七百一条の五十三の見出し中「事業所税」の下に「の賦課徴収」を加え、同条第一

項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第七百一条の五十四の見出し中「事業所税」の下に「の賦課徴収」を加え、同条中

「三万円」を「十万円」に改める。 

  第七百一条の五十六第一項中「三年」を「五年」に改め、「若しくは科料」を削り、

「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同条第四項中「前項」を「第五項」に改め、同項

を同条第七項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「本条」を

「当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。 

 ６ 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合におけ



る時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 

  第七百一条の五十六第二項の次に次の二項を加える。 

 ３ 第一項に規定するもののほか、第七百一条の四十六第一項又は第七百一条の四十七

第一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しない

ことにより、事業所税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万

円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

 ４ 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、

同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の

額とすることができる。 

  第七百一条の六十六第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五

十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。 

  第七百一条の六十七第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第七百二条第二項中「第三百四十九条の三第九項から第十一項まで」を「第三百四十

九条の三第十項から第十二項まで」に、「、第二十七項、第二十九項又は第三十一項か

ら第三十三項まで」を「又は第二十八項」に改める。 

  第七百三条の四第六項中「第十六項及び第二十五項」を「第十五項及び第二十三項」

に、「あん分して」を「按
あん

分して」に改め、同条第八項を削り、同条第九項中「あん分

して」を「按分して」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「あん分して」を

「按分して」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項第一号中「第二十項」を

「第十八項」に、「あん分して」を「按分して」に改め、同項を同条第十項とし、同条

中第十二項を第十一項とし、第十三項から第十五項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十

六項中「第十四項」を「第十三項」に、「あん分して」を「按分して」に改め、同項を

同条第十五項とし、同条第十七項を削り、同条第十八項中「第十五項」を「第十四項」

に、「第十四項」を「第十三項」に、「あん分して」を「按分して」に改め、同項を同

条第十六項とし、同条第十九項中「第十五項」を「第十四項」に、「第十四項」を「第

十三項」に、「あん分して」を「按分して」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第

二十項中「第十五項」を「第十四項」に改め、同項第一号中「第十四項」を「第十三

項」に、「あん分して」を「按分して」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十

一項中「第十五項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条中第二十二

項を第二十項とし、第二十三項を第二十一項とし、第二十四項を第二十二項とし、同条

第二十五項中「第二十三項」を「第二十一項」に、「あん分して」を「按分して」に改

め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十六項を削り、同条第二十七項中「第二十四

項」を「第二十二項」に、「第二十三項」を「第二十一項」に、「あん分して」を「按

分して」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十八項中「第二十四項」を「第

二十二項」に、「第二十三項」を「第二十一項」に、「あん分して」を「按分して」に

改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十九項中「第二十四項」を「第二十二項」



に、「第二十三項」を「第二十一項」に、「あん分して」を「按分して」に改め、同項

を同条第二十六項とし、同条第三十項中「第二十四項」を「第二十二項」に改め、同項

を同条第二十七項とし、同条第三十一項中「第十五項」を「第十四項」に、「第二十四

項」を「第二十二項」に、「、「その世帯」を「「その世帯」に改め、同項を同条第二

十八項とする。 

  第七百三条の五の二第一項中「第七百三条の四第六項から第八項まで」を「第七百三

条の四」に改め、「及び第八項」及び「、同条第八項中「市町村民税の所得割（退職所

得に係る所得割を除く。第七百六条の二第一項において同じ。）の額（」とあるのは

「市町村民税の所得割（退職所得に係る所得割を除く。以下この項及び第七百六条の二

第一項において同じ。）の額（第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者

等の市町村民税の所得割の課税標準である総所得金額に給与所得が含まれている場合に

おいては、当該給与所得を所得税法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百

分の三十に相当する金額として計算した場合における市町村民税の所得割の額に相当す

る額。」と」を削る。 

  第七百六条の二第一項中「若しくは第八項」及び「又は市町村民税の所得割の額」を

削る。 

  第七百八条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第七百十条第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。 

  第七百十一条中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第七百十五条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第七百十六条中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第七百二十四条第一項中「詐偽」を「偽り」に、「免かれた」を「免れた」に、「一

年」を「三年」に、「十万円」を「百万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役

及び罰金」を「これ」に改め、同条第二項中「一年」を「三年」に、「十万円」を「百

万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同条第

三項中「免かれた」を「免れた」に、「十万円」を「百万円」に、「こえる」を「超え

る」に、「因り」を「より」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「、第二項又は第

四項」に、「外」を「ほか」に、「本条」を「当該各項」に改め、同項を同条第六項と

し、同条第三項の次に次の二項を加える。 

 ４ 第一項に規定するもののほか、第七百十四条の規定によつて申告し、又は報告すべ

き事項について申告又は報告をしないことにより、水利地益税等の全部又は一部を免

れた納税者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科

する。 

 ５ 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の

額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額

以下の額とすることができる。 



  第七百二十九条第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠蔽
ぺい

し」を「隠蔽し」に、

「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」

に改める。 

  第七百三十条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第七百三十三条の五第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第七百三十三条の七第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。 

  第七百三十三条の八中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第七百三十三条の十一第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め

る。 

  第七百三十三条の十二中「三万円」を「十万円」に改める。 

  第七百三十三条の二十一第一項及び第二項中「三年」を「五年」に、「五十万円」を

「百万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同

条第三項中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「、第二

項又は第四項」に、「本条」を「当該各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三

項の次に次の二項を加える。 

 ４ 第一項に規定するもののほか、第七百三十三条の十の規定によつて申告し、又は報

告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、法定外目的税の全部又は一

部を免れた納税者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれ

を併科する。 

 ５ 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の

額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額

以下の額とすることができる。 

  第七百三十三条の二十一に次の一項を加える。 

 ７ 前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する

場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。 

  第七百三十三条の二十五第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二

百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。 

  第七百三十三条の二十六第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改

める。 

  附則第五条の四第一項第三号及び第六項第三号中「第四十一条の十八」の下に「、第

四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三」を加え、同条第十三項中「二十万

円」を「五十万円」に改める。 

  附則第五条の四の二第一項第二号及び第五項第二号中「第四十一条の十八」の下に「、

第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三」を加える。 

  附則第五条の五中「五千円」を「二千円」に改め、同条の次に次の一条を加える。 

  （寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例） 



 第五条の六 租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用がある場合における第三十

七条の二第一項及び第二項並びに前条第一項の規定の適用については、第三十七条の

二第一項各号列記以外の部分及び第二項並びに前条第一項中「掲げる寄附金」とある

のは、「掲げる寄附金（租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項

に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定め

るところにより計算した金額に相当する部分を除く。）」とする。 

 ２ 租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用がある場合における第三百十四条の

七第一項及び第二項並びに前条第二項の規定の適用については、第三百十四条の七第

一項各号列記以外の部分及び第二項並びに前条第二項中「掲げる寄附金」とあるのは、

「掲げる寄附金（租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定

する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるとこ

ろにより計算した金額に相当する部分を除く。）」とする。 

  附則第六条第一項中「平成二十四年度」を「平成二十七年度」に、「すべて」を「全

て」に、「二千頭」を「千五百頭」に改め、同条第二項中「二千頭」を「千五百頭」に、

「すべて」を「全て」に、「前条第一項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第一

項の規定にかかわらず」に改め、同項第二号中「前条第一項」を「附則第五条の五第一

項」に改め、同条第四項中「平成二十四年度」を「平成二十七年度」に、「すべて」を

「全て」に、「二千頭」を「千五百頭」に改め、同条第五項中「二千頭」を「千五百

頭」に、「すべて」を「全て」に、「前条第二項の規定にかかわらず」を「附則第五条

の五第二項の規定にかかわらず」に改め、同項第二号中「前条第二項」を「附則第五条

の五第二項」に改める。 

  附則第八条第三項中「以下この項」を「以下この項及び第六項」に、「次項」を「次

項及び第六項」に、「及び租税特別措置法第六十八条の九の規定により控除された金額

のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額」を「並びに租税特別措置法第

六十八条の九、」に、「「の合計額」を「「並びに租税特別措置法」に改め、同条第四

項中「「加算された金額（同条第六項又は第七項」を「「加算された金額（同法第六十

八条の九第六項又は第七項」に改め、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に

次の二項を加える。 

 ５ 租税特別措置法第四十二条の四第六項に規定する中小企業者等の平成二十三年四月

一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民

税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について同法第四十二条の十二第

一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第

二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「、第四十二条

の十一（同条第一項、第六項及び第七項を除く。）及び第四十二条の十二」とあるの

は、「及び第四十二条の十一（同条第一項、第六項及び第七項を除く。）」とする。 

 ６ 中小連結親法人等の平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間



に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業

年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八

条の十五の二第一項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る

金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十

二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「、第六十八条の十

五及び第六十八条の十五の二」とあるのは、「及び第六十八条の十五」とする。 

  附則第八条の三の次に次の一条を加える。 

  （特定寄附信託に係る利子等に係る利子割の課税の特例） 

 第八条の三の二 当分の間、租税特別措置法第四条の五第五項の規定の適用を受ける同

条第一項に規定する利子等については、同条第五項に規定する特定寄附信託の受託者

が当該利子等を支払つたものとみなして、利子割に関する規定を適用する。 

  附則第九条第八項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に

改め、同条中第十項を削り、第十一項を第十項とし、第十二項を第十一項とし、第十三

項を第十二項とし、同条第十四項中「附則第九条第十四項」を「附則第九条第十三項」

に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項を同条第十四項とする。 

  附則第十条第一項及び第三項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三

十一日」に改め、同条第四項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十

一日」に改め、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第

六項とする。 

  附則第十一条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」

に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「平成十三年

四月一日から平成二十三年六月三十日まで」を「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に

対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律（平成二十三年法律

第▼▼▼号。以下「平成二十三年改正法」という。）の施行の日の翌日から平成二十五

年三月三十一日まで」に、「三分の二」を「五分の三」に改め、同項を同条第三項とし、

同条第五項から第七項までを削り、同条第八項中「平成二十三年六月三十日までに」を

「平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成二十五年三月三十一日までの間に」に、

「三分の二」を「五分の三」に改め、同項を同条第四項とし、同条第九項中「平成二十

三年六月三十日までに」を「平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成二十五年三

月三十一日までの間に」に、「三分の二」を「五分の三」に改め、同項を同条第五項と

し、同条第十項を同条第六項とし、同条第十一項中「当該取得が」の下に「都市再生特

別措置法の一部を改正する法律（平成二十三年法律第二十四号）の施行の日から」を加

え、「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「まで」を「ま

での間」に改め、「五分の一」の下に「（当該取得が都市再生特別措置法第二条第五項

に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合にあつては、当該

不動産の価格の二分の一）」を加え、同項を同条第七項とし、同条第十二項を同条第八



項とし、同条第十三項から第十八項までを削り、同条第十九項を同条第九項とし、同条

第二十項中「第四項、第八項、第九項、第十一項、第十五項又は第十六項」を「第三項

から第五項まで又は第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第二十一項を同条第

十一項とし、同条第二十二項を同条第十二項とし、同条第二十三項中「平成二十三年六

月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同項を同条第十三項とし、同条に

次の三項を加える。 

 14 農業近代化資金融通法（昭和三十六年法律第二百二号）第二条第三項に規定する農

業近代化資金で政令で定めるもの若しくは漁業近代化資金融通法（昭和四十四年法律

第五十二号）第二条第三項に規定する漁業近代化資金で政令で定めるものの貸付け又

は株式会社日本政策金融公庫法（平成十九年法律第五十七号）別表第一第八号若しく

は第九号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは食品の製造過程の管理の高度化に関す

る臨時措置法（平成十年法律第五十九号）第十条第一項若しくは沖縄振興開発金融公

庫法第十九条第一項第四号の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近

代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合に

おける当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当

該取得が平成二十五年三月三十一日までに行われたときに限り、価格に当該施設の取

得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合を乗じて得た額を価格から控除するもの

とする。 

 15 土地改良法第五十三条の三の二第二項（同法第八十九条の二第三項、第九十六条又

は第九十六条の四において準用する場合を含む。）において読み替えて準用する同法

第五十三条の三第二項に規定する土地を取得することが適当と認める者が、同法第五

十三条の三の二第一項（同法第八十九条の二第三項、第九十六条又は第九十六条の四

において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定により換地計画に

おいて定められた換地であつて、同法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地

として定められたものを取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産

取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十五年三月三十一日までに行

われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額を価格から控除するもの

とする。 

 16 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）第七条第一項

の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家

住宅（その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。）で政令

で定めるものの新築を平成二十五年三月三十一日までにした場合における第七十三条

の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の

居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）第七条第一項の登録を受

けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅（その

全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。）で政令で定めるも



のの新築」と、「含むものとし、政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、

「一戸につき千二百万円（共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の

用に供する住宅（以下「共同住宅等」という。）にあつては、居住の用に供するため

に独立的に区画された一の部分で政令で定めるものにつき千二百万円）」とあるのは

「当該取得が平成二十五年三月三十一日までに行われたときに限り、居住の用に供す

るために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものにつき千二百万円」とする。 

  附則第十一条の二第二項中「、第三項若しくは第五項」を「若しくは第三項」に改め

る。 

  附則第十一条の四第一項中「助成金」の下に「その他これに類するものとして総務省

令で定めるもの」を加え、「平成元年四月一日から平成二十三年六月三十日まで」を

「平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成二十五年三月三十一日まで」に改め、

同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「次の表の上欄に掲げる計画」を「産業活

力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（平成十一年法律第百三十一号）第三

十九条の三第三項に規定する認定中小企業承継事業再生計画」に、「に係る同表の中欄

に掲げる認定」を「に係る同法第三十九条の二第一項の規定による認定（同法第三十九

条の三第一項の規定による変更の認定を含む。以下この項において同じ。）」に、「我

が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正す

る法律（平成二十一年法律第二十九号）の施行の日から平成二十三年六月三十日まで」

を「平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成二十四年三月三十一日まで」に改め、

「。以下この項において同じ」を削り、「従つて事業の譲渡若しくは」を「従つて事業

の譲渡又は」に、「同表の下欄に掲げる者又は同表の上欄に掲げる計画（同表第二号及

び第五号の上欄に掲げる計画を除く。）に従つて同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡

若しくは資産の譲渡を受けた者」を「同法第三十九条の三第一項に規定する認定中小企

業承継事業再生事業者」に、「それぞれ同表の中欄に掲げる」を「当該計画に係る同法

第三十九条の二第一項の規定による」に改め、同項の表を削り、同項を同条第三項とし、

同条第六項中「附則第十一条の四第五項」を「附則第十一条の四第三項」に改め、同項

を同条第四項とし、同条に次の一項を加える。 

 ５ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一

項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅（その全部又は一部が専ら

住居として貸家の用に供される家屋をいう。）で政令で定めるものの用に供する土地

の取得を平成二十五年三月三十一日までにした場合における第七十三条の二十四第一

項の規定の適用については、同項中「については」とあるのは「については、当該取

得が平成二十五年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「住宅（政令で定め

る住宅に限る。以下この項及び次項において「特例適用住宅」という。）一戸につい

て（共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で

政令で定めるものについて）」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律



（平成十三年法律第二十六号）第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定

するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅（その全部又は一部が専ら住居とし

て貸家の用に供される家屋をいう。）で政令で定めるもの（以下この項において「特

例適用サービス付き高齢者向け住宅」という。）の居住の用に供するために独立的に

区画された一の部分で政令で定めるものについて」と、同項各号中「特例適用住宅」

とあるのは「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」とする。 

  附則第十一条の五第三項中「、第七十三条の十四第八項」を「、第七十三条の十四第

六項」に、「同条第十項」を「同条第八項」に、「同条第十二項」を「同条第九項」に、

「場合、附則第十一条第一項若しくは第十三項」を「場合又は附則第十一条第一項」に

改め、「、前条第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権

が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る

旧慣使用権が消滅した場合」を削り、「第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十

二項」を「第七十三条の十四第六項、第八項若しくは第九項」に、「、附則第十一条第

一項若しくは第十三項又は前条第三項」を「又は附則第十一条第一項」に改める。 

  附則第十一条の六中「第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項」を「第七

十三条の十四第六項、第八項若しくは第九項」に、「、附則第十一条第一項若しくは第

十三項又は附則第十一条の四第三項」を「又は附則第十一条第一項」に、「附則第十一

条第一項若しくは第十三項、附則第十一条の四第三項」を「附則第十一条第一項」に改

める。 

  附則第十二条第五項を削る。 

  附則第十二条の二の二第一項中「、国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助

を受けて」を削り、「困難になつているもの」の下に「として道府県の条例で定めるも

の」を加え、「として総務省令で定めるもの」を削る。 

  附則第十四条第三項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」

に改める。 

  附則第十五条第一項中「平成二十一年四月一日から平成二十三年六月三十日まで」を

「平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成二十五年三月三十一日まで」に改め、

「及び港湾運送事業法第九条第一項に規定する港湾運送事業者（同法第三条第一号に掲

げる一般港湾運送事業の許可を受けた者に限るものとし、当該許可を受けた者に利用さ

せるための上屋を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含

む。）が新設し、又は増設した流通機能の高度化に寄与する上屋として政令で定めるも

の（増設した上屋にあつては、当該増設部分とする。以下この項において「特定上屋」

という。）」及び「とし、特定上屋にあつては当該特定上屋に係る固定資産税又は都市

計画税の課税標準となるべき価格の八分の七の額」を削り、同条第二項中「第十七項」

を「第十八項」に改め、同条第四項中「第三百四十九条の三第七項又は第八項」を「第

三百四十九条の三第八項又は第九項」に改め、同条第五項から第七項までを削り、同条



第八項中「の支給を受けて平成二年一月二日から平成二十三年六月三十日まで」を「そ

の他これに類するものとして総務省令で定めるものの支給を受けて平成二十三年改正法

の施行の日の翌日から平成二十五年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第五項とし、

同条第九項中「第三十八項」を「第二十八項」に、「第四十六項」を「第三十五項」に

改め、同項を同条第六項とし、同条中第十項を第七項とし、第十一項を第八項とし、第

十二項を第九項とし、同条第十三項中「第二十九項」を「第二十一項」に改め、同項を

同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。 

 11 放送法第二条第三号の三に規定する一般放送事業者が、高度テレビジョン放送施設

整備促進臨時措置法（平成十一年法律第六十三号）第五条第三項に規定する認定計画

に従つて実施する同法第二条第三項に規定する高度テレビジョン放送施設整備事業に

より平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成二十六年三月三十一日までの間に

新設した次に掲げる設備で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、

第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課さ

れることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、第一号に掲げる設備にあつ

ては当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一、第二号に掲げ

る設備にあつては当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三

（当該設備のうちデジタル信号により送信されるテレビジョン放送（放送法第二条第

二号の五に規定するテレビジョン放送をいう。）を受信することが困難と認められる

地域として総務省令で定める地域を対象とするもので、平成二十三年改正法の施行の

日の翌日から平成二十四年三月三十一日までの間に新設されたものにあつては、当該

設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一）、第三号に掲げる設備

にあつては当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三（当該設

備のうち平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に新設された

ものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四）

とする。 

  一 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法第二条第二項第一号に規定する無

線設備（次号において「無線設備」という。）のうち小規模なものとして総務省令

で定めるもの（次号において「小規模無線設備」という。） 

  二 小規模無線設備以外の無線設備 

  三 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法第二条第二項第二号に規定する放

送番組を制作するための設備 

  附則第十五条中第十四項から第十六項までを削り、第十七項を第十二項とし、第十八

項を削り、同条第十九項中「充電し若しくは」を削り、「充てんする」を「充填する」

に、「平成十五年四月一日から平成二十三年六月三十日まで」を「平成二十三年改正法

の施行の日の翌日から平成二十五年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第十三項と

し、同条第二十項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改



め、同項を同条第十四項とし、同条第二十一項を同条第十五項とし、同条第二十二項を

削り、同条第二十三項中「第十四項又は第二十八項」を「第十五項又は第二十七項」に

改め、同項を同条第十六項とし、同条第二十四項中「平成二十一年四月一日から平成二

十三年六月三十日まで」を「平成二十三年改正法の施行の日から平成二十五年三月三十

一日まで」に、「第四十一項」を「第三十項」に、「二分の一」を「三分の一」に改め、

同項を同条第十七項とし、同条第二十五項を同条第十八項とし、同条第二十六項を削り、

同条第二十七項中「平成十二年四月一日から平成二十三年六月三十日まで」を「平成二

十三年改正法の施行の日の翌日から平成二十五年三月三十一日まで」に、「第二十九

項」を「第二十一項」に、「四分の一」を「三分の一」に改め、同項を同条第十九項と

し、同条第二十八項を同条第二十項とし、同条第二十九項中「軌道経営者」の下に

「（以下この項において「鉄道事業者等」という。）」を加え、「平成十七年四月一日

から平成二十三年六月三十日まで」を「平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成

二十五年三月三十一日まで」に、「二分の一」を「三分の二（総務省令で定める小規模

な鉄道事業者等が当該車両を、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、

当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合においては、当該車両の

価格の五分の三）」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第三十項を同条第二十二

項とし、同条第三十一項中「平成十五年四月一日」を「都市再生特別措置法の一部を改

正する法律（平成二十三年法律第二十四号）の施行の日」に、「平成二十三年六月三十

日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「同法第二十九条第一項第二号」を「都市再

生特別措置法第二十九条第一項第一号」に、「二分の一」を「五分の三（当該家屋及び

償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同

法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資

産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一）」に改め、

同項を同条第二十三項とし、同条第三十二項を削り、同条第三十三項を同条第二十四項

とし、同条第三十四項を同条第二十五項とし、同条第三十五項中「港湾法第五十条の四

第六項に規定する認定運営者が」を「港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律

の一部を改正する法律（平成二十三年法律第九号。以下この項及び第三十七項において

「平成二十三年港湾法等改正法」という。）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際

現に平成二十三年港湾法等改正法第二条の規定による改正前の港湾法第五十条の四第六

項に規定する認定運営者であるものが、同号に掲げる規定の施行の際現に」に、「指定

特定重要港湾」を「指定港湾」に、「において」を「であるものにおいて」に、「港湾

の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第四十五号）の施行

の日」を「平成二十三年港湾法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日」に、

「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同項を同条第二

十六項とし、同条第三十六項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十

一日」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第三十七項を削り、同条第三十八項中



「第四十六項」を「第三十五項」に、「第九項」を「第六項」に改め、同項を同条第二

十八項とし、同条中第三十九項を削り、第四十項を第二十九項とし、第四十一項を第三

十項とし、第四十二項を第三十一項とし、同条第四十三項中「平成二十三年度分」の下

に「及び平成二十四年度分」を加え、同項を同条第三十二項とし、同条第四十四項中

「営む者」の下に「で資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人であるもの」を加

え、「同条第二号」を「、電気通信基盤充実臨時措置法（平成三年法律第二十七号）第

五条第三項」に、「電気通信設備を地方公共団体総合行政ネットワーク（すべての地方

公共団体においてその使用する電子計算機を相互に電気通信回線で接続して情報の電磁

的方式（第七百四十八条第一項に規定する電磁的方式をいう。）による流通及び情報処

理を行うための情報通信ネットワークをいう。以下この項において同じ。）に接続する

場合において、地方公共団体総合行政ネットワークの安全性及び信頼性を確保するため

に特に必要となる設備で総務省令で定めるもののうち、」を「認定計画に従つて実施す

る同法第二条第二項に規定する高度通信施設整備事業により」に、「平成二十一年四月

一日」を「電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律（平成二十三年法律第五

十九号）の施行の日」に、「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一

日」に、「新たに取得したもの」を「新設した同条第一項第四号に掲げる設備（これと

同時に設置する同項第一号に掲げる設備を含む。）で政令で定めるもの」に、「三分の

二」を「四分の三」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第四十五項中「平成二十

三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十四項とし、

同条第四十六項を同条第三十五項とし、同条に次の二項を加える。 

 36 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成十七年法律第五十一号）第二

条第一項に規定する特定特殊自動車（道路運送車両法第三条に規定する小型特殊自動

車を除く。）のうち特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第十二条第一項又

は第二項の規定により同条第一項に規定する基準適合表示で総務省令で定めるものが

付されたもの（以下この項において「基準適合表示車」という。）であつて、平成二

十三年四月一日から平成二十四年九月三十日までの間（基準適合表示車のうち政令で

定めるものにあつては、平成二十三年四月一日から平成二十五年九月三十日までの

間）に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二

の規定にかかわらず、当該基準適合表示車に対して新たに固定資産税が課されること

となつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該基準適合表示車に係る固定資産

税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。 

 37 港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社（同法附則第二十六項

（同法附則第三十一項の規定により適用される場合を含む。）の規定により港湾運営

会社とみなされる同法附則第二十項に規定する特例港湾運営会社を含む。）が同法第

二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定める

もの（以下この項において「特定国際拠点港湾」という。）において、政府の補助で



総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは同法第五十五条の八第

一項に規定する国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一

項に規定する政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成二十三年港湾法等改正法

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に

取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政

令で定めるもの（第三十五項の規定の適用を受けるものを除く。）に対して課する固

定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第

七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産

税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計

画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあ

つては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき

価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該

家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分

の二の額とする。 

  附則第十五条の二第一項中「第十二項若しくは第十四項」を「第十三項若しくは第十

五項」に、「前条第二十九項」を「前条第二十一項」に改め、同条第二項中「第十二項

から第十四項まで若しくは第二十八項、前条第二十九項」を「第十三項から第十五項ま

で若しくは第二十七項、前条第二十一項」に改める。 

  附則第十五条の八第三項中「平成十一年四月一日から平成二十三年六月三十日まで」

を「平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成二十五年三月三十一日まで」に改め、

「三分の二に相当する額及び」の下に「当該家屋のうち」を、「三分の一に相当する

額」の下に「（当該家屋が同法第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業の施行

に伴い与えられた場合においては、当該合算額の四分の一に相当する額）」を加え、同

条第四項中「高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）の施

行の日」を「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十

三年法律第三十二号）の施行の日」に、「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年

三月三十一日」に、「同法第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅」を「高齢者

の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定す

るサービス付き高齢者向け住宅」に改め、同条第五項中「平成二十三年六月三十日」を

「平成二十五年三月三十一日」に、「あるのは、」を「あるのは」に改め、「掲げる

者」」の下に「と、「三分の一に相当する額（当該家屋が同法第二条第一号に規定する

第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合においては、当該合算額の四分の

一に相当する額）」とあるのは「三分の一に相当する額」」を加える。 

  附則第十六条の二第三項から第五項までを削り、同条第六項中「平成二十三年六月三

十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項を

削り、同条第八項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。 



  附則第十七条の二第五項の表及び第六項の表中「第三百四十九条の三第九項」を「第

三百四十九条の三第十項」に、「第二十三項、第二十四項、第二十九項、第三十二項及

び第三十三項」を「第二十四項及び第二十八項」に、「第三百四十九条の三第十一項及

び第二十七項」を「第三百四十九条の三第十二項及び第二十三項」に、「附則第十五条

第九項、第二十三項、第三十三項、第三十八項、第四十項、第四十三項及び第四十六

項」を「附則第十五条第六項、第十六項、第二十四項、第二十八項、第二十九項、第三

十二項及び第三十五項」に改める。 

  附則第三十三条第四項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一

日」に、「平成二十三年分」を「平成二十五年分」に改め、同条中第五項を削り、第六

項を第五項とする。 

  附則第三十五条の六及び第三十五条の七中「第七百三条の四第六項から第八項まで」

を「第七百三条の四」に、「これらの規定（第七百三条の四第七項を除く。）」を「第

七百三条の四第六項、第七百三条の五及び第七百六条の二第一項」に改め、「、同条第

八項中「同項各号」とあるのは「第三百十四条の二第一項各号」と」を削る。 

  附則第三十六条第一項中「第七百三条の四第六項から第八項まで」を「第七百三条の

四」に改め、「、第八項」及び「、同条第八項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額」と」を削り、同条第二項中「第七

百三条の四第六項から第八項まで」を「第七百三条の四」に改め、「、第八項」及び「、

同条第八項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期

譲渡所得の金額」と」を削る。 

  附則第三十七条及び第三十七条の二中「第七百三条の四第六項から第八項まで」を

「第七百三条の四」に、「これらの規定（第七百三条の四第七項を除く。）」を「第七

百三条の四第六項、第七百三条の五及び第七百六条の二第一項」に改め、「、同条第八

項中「同項各号」とあるのは「第三百十四条の二第一項各号」と」を削る。 

  附則第三十八条中「同条第十項」を「同条第九項」に、「同条第十一項」を「同条第

十項」に、「同条第十二項」を「同条第十一項」に、「同条第十三項」を「同条第十二

項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に、「同条第十九項及び第二十項」を

「同条第十七項及び第十八項」に、「同条第二十一項」を「同条第十九項」に、「「第

十五項」を「「第十四項」に、「、第十五項の」を「、第十四項の」に、「同条第三十

一項」を「同条第二十八項」に、「第二十四項」を「第二十二項」に、「第十二項及び

第二十一項」を「第十一項及び第十九項」に改める。 

  附則第三十八条の二第二項中「第七項」を「第六項」に改め、同条中第三項を削り、

第四項を第三項とし、同条第五項中「第七百三条の四第十項又は同条第十一項」を「第

七百三条の四第九項又は第十項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第七

百三条の四第十四項」を「第七百三条の四第十三項」に改め、同項を同条第五項とし、

同条第七項中「第七百三条の四第十四項」を「第七百三条の四第十三項」に改め、同項



を同条第六項とし、同条第八項を削り、同条第九項中「第六項」を「第五項」に、「第

七百三条の四第十四項」を「第七百三条の四第十三項」に改め、同項を同条第七項とし、

同条第十項中「第六項」を「第五項」に、「第七百三条の四第十九項又は同条第二十

項」を「第七百三条の四第十七項又は第十八項」に改め、同項を同条第八項とし、同条

第十一項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とする。 

  附則第三十八条の三中「同条第十三項」を「同条第十二項」に改める。 

  附則第四十一条第三項中「、第七十三条の二十七の八」を削り、「附則第十五条第九

項」を「附則第十五条第六項」に改め、同条第四項中「を除く。）」の下に「及び移行

一般社団法人等（整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財

団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条

第一項の登記（第十一項において「設立登記」という。）をしたものをいう。第十一項

において同じ。）のうち退職金共済事業を行う法人であつて政令で定めるもの」を加え、

同条第十一項中「（整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般

財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六

条第一項の登記（以下この項において「設立登記」という。）をしたものをいう。以下

この項において同じ。）」を削る。 

 （地方税法等の一部を改正する法律の一部改正） 

第二条 地方税法等の一部を改正する法律（平成二十年法律第二十一号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  附則第三条第五項及び第六項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十五年十

二月三十一日」に改め、同条第八項中「新法第三十七条の二」を「現下の厳しい経済状

況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律

（平成二十三年法律第▼▼▼号。附則第八条第六項において「平成二十三年改正法」と

いう。）による改正後の地方税法第三十七条の二」に、「第四十一条の十八の三」」を

「同条第三項」」に、「第四十一条の十八の三並びに」を「同条第三項及び」に改め、

同条第十二項及び第十九項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月

三十一日」に改める。 

  附則第八条第六項中「新法第三百十四条の七」を「平成二十三年改正法による改正後

の地方税法第三百十四条の七」に、「第四十一条の十八の三」」を「同条第三項」」に、

「第四十一条の十八の三並びに」を「同条第三項及び」に改め、同条第十項及び第十七

項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改める。 

  附則第三十条第二項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十

一日」に改める。 

第三条 地方税法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第四号）の一部を次のよう

に改正する。 

  附則第一条第七号中「並びに同法附則第三十五条の二の二第二項の改正規定及び同法



附則第三十五条の三の次に一条を加える改正規定」、「第九項並びに」及び「及び第十

項」を削り、同号の次に次の一号を加える。 

  七の二 第一条中地方税法附則第三十五条の二の二第二項の改正規定及び同法附則第

三十五条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第九項及び第十条第十

項の規定 平成二十七年一月一日 

  附則第三条第九項及び第十条第十項中「平成二十五年度」を「平成二十七年度」に改

める。 

 （航空機燃料譲与税法の一部改正） 

第四条 航空機燃料譲与税法（昭和四十七年法律第十三号）の一部を次のように改正する。 

  附則第二項を次のように改める。 

  （航空機燃料譲与税の譲与額の特例） 

 ２ 平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の航空機燃料譲与税に限り、第

一条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「十三分の

二」とあるのは、「九分の二」とする。 

  附則第三項から第六項までを削る。 

 （地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正） 

第五条 地方法人特別税等に関する暫定措置法（平成二十年法律第二十五号）の一部を次

のように改正する。 

  第二十四条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「及び第三

項」を「、第三項及び第五項」に改める。 

  第二十五条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「若しくは使

用人」を「、使用人」に改める。 

  第二十六条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「若しくは使

用人」を「、使用人」に改める。 

  第二十七条第一項中「含む」の下に「。第三項において同じ」を加え、「又は代理人

若しくは」を「、代理人、」に、「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に

改め、同条第二項中「五百万円」を「千万円」に改め、同条第五項中「第三項」を「第

五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第三項」

を加え、「同項」を「これらの項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「若

しくは使用人」を「、使用人」に改め、「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「こ

の条」を「当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加

える。 

 ３ 第一項に規定するもののほか、第十一条の規定により地方税法第七十二条の二十五

第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項若しくは第三項の

規定による申告書と併せて提出しなければならない第十一条の規定による申告書を当

該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、地方法人特別税の全



部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者

で、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。 

 ４ 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の

額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額

以下の額とすることができる。 

  第二十八条第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五十万円」

に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。 

  第二十九条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。 

  第三十条中「二十万円」を「五十万円」に改める。 

  第三十一条中「調査」の下に「（不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方

法人特別税の犯則事件の調査を含む。）若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和四十四年法律第四十六号）の規定に基

づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は地方法人特別税の徴収」を加え、

「その」を「これらの」に、「三十万円」を「百万円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

 一 第一条中地方税法第二十二条、第二十四条の二第一項、第二十七条、第三十条、第

三十一条、第四十一条第二項、第五十条及び第五十三条第三十項の改正規定、同法第

五十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第五十四条、第六十二条、第六十九

条、第七十条、第七十一条の十六、第七十一条の二十、第七十一条の二十一、第七十

一条の三十七、第七十一条の四十一、第七十一条の四十二、第七十一条の五十七、第

七十一条の六十一、第七十一条の六十二、第七十二条の八、第七十二条の十第一項、

第七十二条の十一、第七十二条の三十六から第七十二条の三十八まで、第七十二条の

四十九の三、第七十二条の四十九の六第一項、第七十二条の五十六、第七十二条の五

十七、第七十二条の六十、第七十二条の六十四第一項、第七十二条の六十九、第七十

二条の七十第一項、第七十二条の八十五、第七十二条の九十一第一項、第七十二条の

九十二第一項、第七十二条の九十五、第七十二条の百二第一項、第七十二条の百九、

第七十二条の百十、第七十三条の九第一項、第七十三条の十一第一項、第七十三条の

十二、第七十三条の十九第一項、第七十三条の二十、第七十三条の三十、第七十三条

の三十七、第七十三条の三十八第一項及び第七十四条の八の改正規定、同法第七十四

条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の十五、第七十四条の十八、

第七十四条の二十八、第七十四条の二十九、第七十八条第一項、第八十条第一項、第

八十一条、第八十五条第一項、第八十六条、第九十五条、第九十六条第一項及び第百



十七条第一項の改正規定、同法第百二十四条の次に一条を加える改正規定、同法第百

二十七条、第百三十七条、第百三十八条第一項、第百四十四条の十二、第百四十四条

の十七、第百四十四条の十九第一項、第百四十四条の二十二第一項、第百四十四条の

二十五第二項、第百四十四条の二十六第一項、第百四十四条の二十八、第百四十四条

の三十三、第百四十四条の三十七、第百四十四条の三十九、第百四十四条の四十一、

第百四十四条の五十二、第百四十四条の五十三、第百五十三条第一項、第百五十四条、

第百五十六条第一項、第百五十八条第一項、第百五十九条、第百六十条、第百六十八

条、第百六十九条第一項、第百八十六条第一項、第百八十七条、第百八十九条第一項、

第百九十一条第一項、第百九十一条の二、第百九十二条、第二百一条、第二百二条第

一項、第二百六十五条第一項、第二百六十七条第一項、第二百六十八条、第二百七十

二条第一項、第二百七十三条、第二百八十一条、第二百八十六条、第二百八十七条第

一項、第二百九十四条の二第一項、第二百九十九条、第三百一条第一項及び第三百二

条の改正規定、同法第三百十七条の四第一項の改正規定（「二十万円」を「五十万

円」に改める部分に限る。）、同法第三百十七条の五の改正規定（「三万円」を「十

万円」に改める部分に限る。）、同法第三百十七条の七第一項の改正規定、同法第三

百二十一条の八の二の次に一条を加える改正規定、同法第三百二十一条の九、第三百

二十四条、第三百二十八条の八、第三百二十八条の十六、第三百三十二条、第三百三

十三条第一項、第三百五十四条第一項、第三百五十六条第一項、第三百五十七条、第

三百五十八条、第三百七十四条、第三百七十五条第一項、第三百八十五条第一項、第

三百八十六条、第三百九十五条第一項、第三百九十七条第一項、第四百四十八条第一

項、第四百四十九条、第四百五十一条第一項、第四百五十二条、第四百六十条、第四

百六十一条第一項及び第四百七十一条の改正規定、同法第四百七十五条の次に一条を

加える改正規定、同法第四百七十八条、第四百八十五条の四及び第四百八十五条の五

の改正規定、同法第五百二十二条の次に一条を加える改正規定、同法第五百二十三条

第一項、第五百二十四条、第五百二十六条第一項、第五百二十八条第一項、第五百二

十九条、第五百三十条、第五百四十二条、第五百四十三条第一項、第五百八十九条第

一項、第五百九十一条第一項及び第五百九十二条の改正規定、同法第六百条の次に一

条を加える改正規定、同法第六百四条、第六百十四条、第六百十五条第一項、第六百

七十五条第一項、第六百七十七条第一項、第六百七十八条、第六百八十二条第一項、

第六百八十三条、第六百九十一条、第六百九十六条、第六百九十七条第一項、第七百

条の五十七第一項、第七百条の五十八、第七百条の六十第一項、第七百条の六十一、

第七百条の六十七、第七百条の六十八第一項、第七百一条の六第一項、第七百一条の

七、第七百一条の十九、第七百一条の二十第一項、第七百一条の三十六、第七百一条

の三十八第一項及び第七百一条の三十九の改正規定、同法第七百一条の四十九の次に

一条を加える改正規定並びに同法第七百一条の五十三、第七百一条の五十四、第七百

一条の五十六、第七百一条の六十六、第七百一条の六十七第一項、第七百八条第一項、



第七百十条第一項、第七百十一条、第七百十五条第一項、第七百十六条、第七百二十

四条、第七百二十九条、第七百三十条第一項、第七百三十三条の五第一項、第七百三

十三条の七第一項、第七百三十三条の八、第七百三十三条の十一第一項、第七百三十

三条の十二、第七百三十三条の二十一、第七百三十三条の二十五及び第七百三十三条

の二十六第一項の改正規定並びに同法附則第五条の四第十三項の改正規定、第五条の

規定並びに附則第十三条第二項の規定 公布の日から起算して二月を経過した日 

 二 第一条中地方税法第三十七条の二、第四十五条の二、第三百十四条の七及び第三百

十七条の二の改正規定、同法第三百十七条の四第一項の改正規定（「二十万円」を

「五十万円」に改める部分を除く。）並びに同法第三百十七条の五の改正規定（「三

万円」を「十万円」に改める部分を除く。）並びに同法附則第五条の四第一項第三号

及び第六項第三号、第五条の四の二並びに第五条の五の改正規定、同条の次に一条を

加える改正規定、同法附則第六条第二項各号列記以外の部分の改正規定（「前条第一

項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第一項の規定にかかわらず」に改める部

分に限る。）、同項第二号の改正規定、同条第五項各号列記以外の部分の改正規定

（「前条第二項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第二項の規定にかかわら

ず」に改める部分に限る。）並びに同項第二号の改正規定、第二条中地方税法等の一

部を改正する法律附則第三条第八項及び第八条第六項の改正規定並びに次条第一項及

び第三項、附則第六条第一項及び第三項並びに附則第十一条の規定 平成二十四年一

月一日 

 三 第一条中地方税法第二十三条第一項第八号及び第二百九十二条第一項第八号の改正

規定 平成二十四年四月一日 

 四 第一条中地方税法附則第六条の改正規定（同条第二項各号列記以外の部分の改正規

定（「前条第一項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第一項の規定にかかわら

ず」に改める部分に限る。）、同項第二号の改正規定、同条第五項各号列記以外の部

分の改正規定（「前条第二項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第二項の規定

にかかわらず」に改める部分に限る。）及び同項第二号の改正規定を除く。）並びに

次条第四項及び附則第六条第四項の規定 平成二十五年一月一日 

 五 第一条中地方税法第七百三条の四、第七百三条の五の二第一項及び第七百六条の二

第一項の改正規定並びに同法附則第三十五条の六から第三十八条の三までの改正規定

並びに附則第十条及び第十五条の規定 平成二十五年四月一日 

 六 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定（「第四十二条の四」の下に

「、第四十二条の十一（同条第一項、第六項及び第七項を除く。）」を加える部分に

限る。）、同項第四号の三の改正規定（「（租税特別措置法第六十八条の九」の下に

「及び第六十八条の十五」を加える部分及び「及び租税特別措置法第六十八条の九」

を「並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十五及び第六十八条の十五

の二」に改める部分中「、第六十八条の十五」に係る部分に限る。）、同法第二百九



十二条第一項第四号の改正規定（「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十一

（同条第一項、第六項及び第七項を除く。）」を加える部分に限る。）及び同項第四

号の三の改正規定（「（租税特別措置法第六十八条の九」の下に「及び第六十八条の

十五」を加える部分及び「及び租税特別措置法第六十八条の九」を「並びに租税特別

措置法第六十八条の九、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」に改める部分

中「、第六十八条の十五」に係る部分に限る。） 総合特別区域法（平成二十三年法

律第▼▼▼号）の施行の日 

 七 附則第二十条の規定 郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律（平成二十三年法律第▼▼▼号）の公布の日 

 八 第一条中地方税法附則第十五条第四十四項の改正規定（「平成二十三年六月三十

日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第三十三項とする

部分を除く。）及び附則第七条第二十八項の規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一

部を改正する法律（平成二十三年法律第五十九号）の施行の日 

 九 第一条中地方税法附則第十一条第十一項の改正規定（「平成二十三年六月三十日」

を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第七項とする部分を除

く。）及び同法附則第十五条第三十一項の改正規定（「平成二十三年六月三十日」を

「平成二十五年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第二十三項とする部分を

除く。）並びに附則第四条第四項、第七条第二十三項及び第九条第九項の規定 都市

再生特別措置法の一部を改正する法律（平成二十三年法律第二十四号）の施行の日 

 十 第一条中地方税法附則第十一条に三項を加える改正規定（同条第十六項に係る部分

に限る。）、同法附則第十一条の四に一項を加える改正規定及び同法附則第十五条の

八第四項の改正規定（「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」

に改める部分を除く。）並びに附則第七条第三十項の規定 高齢者の居住の安定確保

に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十三年法律第三十二号）の施行の日 

 十一 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第四号の四、第三百四十八条第二項第十

号の四、第五百八十六条第二項第四号の五及び第七百一条の三十四第三項第十号の四

の改正規定並びに附則第十六条の規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を

踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援する

ための関係法律の整備に関する法律（平成二十二年法律第七十一号）附則第一条第三

号に掲げる規定の施行の日 

 十二 第一条中地方税法附則第十五条第三十五項の改正規定（「指定特定重要港湾」を

「指定港湾」に改める部分、「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十

一日」に改める部分及び同項を同条第二十六項とする部分を除く。）及び同条に二項

を加える改正規定（同条第三十七項に係る部分に限る。）並びに附則第七条第二十五

項及び第九条第十項の規定 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部

を改正する法律（平成二十三年法律第九号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の



日 

 （道府県民税に関する経過措置） 

第二条 第一条の規定による改正後の地方税法（以下「新法」という。）第三十七条の二

第一項及び第二項、附則第五条の五第一項並びに附則第五条の六第一項の規定は、道府

県民税の所得割の納税義務者が平成二十三年一月一日以後に支出する新法第三十七条の

二第一項各号に掲げる寄附金について適用する。 

２ 新法第三十七条の二第三項の規定による申出をしようとする者は、平成二十四年一月

一日前においても、同項の例により、その申出をすることができる。 

３ 新法第四十五条の二第一項及び第五項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人

の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、

なお従前の例による。 

４ 新法附則第六条第一項及び第二項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道

府県民税について適用し、第一条の規定による改正前の地方税法（以下「旧法」とい

う。）附則第六条第一項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十四年度分

までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 

５ 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この

法律の施行の日（以下「施行日」という。）以後に開始する事業年度分の法人の道府県

民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施

行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度

分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。 

６ 新法第二十三条第一項第四号（租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第四

十二条の十二の規定に係る部分に限る。）及び第四号の三（租税特別措置法第六十八条

の十五の二の規定に係る部分に限る。）並びに新法附則第八条第五項（新法第二十三条

第一項第四号の規定に係る部分に限る。）及び第六項（新法第二十三条第一項第四号の

三の規定に係る部分に限る。）の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年

度（施行日前に終了した事業年度を除く。）分の法人の道府県民税及び同年四月一日以

後に開始する連結事業年度（施行日前に終了した連結事業年度を除く。）分の法人の道

府県民税について適用し、同年四月一日前に開始した事業年度（同日以後に開始し、施

行日前に終了した事業年度を含む。）分の法人の道府県民税及び同年四月一日前に開始

した連結事業年度（同日以後に開始し、施行日前に終了した連結事業年度を含む。）分

の法人の道府県民税については、なお従前の例による。 

７ 施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法附則第八条第三

項（新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。）、第五項（新法第二

十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。）及び第六項（新法第二十三条第一項第

四号の三の規定に係る部分に限る。）の規定の適用については、新法附則第八条第三項

中「並びに租税特別措置法第六十八条の九、」とあるのは「並びに租税特別措置法第六



十八条の九及び」と、「並びに租税特別措置法」」とあるのは「及び租税特別措置

法」」と、同条第五項中「、第四十二条の十一（同条第一項、第六項及び第七項を除

く。）及び第四十二条の十二」とあるのは「及び第四十二条の十二の規定」と、「及び

第四十二条の十一（同条第一項、第六項及び第七項を除く。）」とあるのは「の規定」

と、同条第六項中「、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」とあるのは「並び

に租税特別措置法第六十八条の九及び第六十八条の十五の二」と、「及び第六十八条の

十五」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の九」とする。 

８ 新法附則第四十一条第四項の規定（同項に規定する移行一般社団法人等に関する部分

に限る。）は、施行日以後に同項の登記をする同項に規定する移行一般社団法人等につ

いて適用する。 

 （事業税に関する経過措置） 

第三条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行

日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事

業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。 

２ 新法第七十二条の二十四の二の規定は、施行日の翌日以後に開始する事業年度に係る

法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税について

は、なお従前の例による。 

３ 新法第七十二条の二十六の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に

係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税につ

いては、なお従前の例による。 

 （不動産取得税に関する経過措置） 

第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行

日の翌日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の

不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 

２ 旧法第七十三条の十四第十一項の規定は、同項に規定する貸付け（当該貸付けの申込

みの受理が施行日前であるものに限る。）に係る不動産の取得が平成二十五年三月三十

一日までに行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税につ

いては、なおその効力を有する。 

３ 旧法附則第十一条第五項の規定は、同項に規定する家屋の取得が施行日から平成二十

五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不

動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十

三年六月三十日」とあるのは、「平成二十五年三月三十一日」とする。 

４ 附則第一条第九号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第十一条第七項の規定は、

同号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税につい

て適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の

例による。 



５ 施行日以前に旧法附則第十一条の四第五項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上

欄に掲げる計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者

又は当該計画（同表第二号の上欄に掲げる計画を除く。）に従って同表の下欄に掲げる

者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を施行日の翌

日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税につい

ては、なお従前の例による。 

 （自動車取得税に関する経過措置） 

第五条 新法附則第十二条の二の二第一項の規定は、施行日の翌日以後の自動車の取得に

対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自

動車取得税については、なお従前の例による。 

 （市町村民税に関する経過措置） 

第六条 新法第三百十四条の七第一項及び第二項、附則第五条の五第二項並びに附則第五

条の六第二項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成二十三年一月一日以後

に支出する新法第三百十四条の七第一項各号に掲げる寄附金について適用する。 

２ 新法第三百十四条の七第三項の規定による申出をしようとする者は、平成二十四年一

月一日前においても、同項の例により、その申出をすることができる。 

３ 新法第三百十七条の二第一項及び第五項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個

人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、

なお従前の例による。 

４ 新法附則第六条第四項及び第五項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の市

町村民税について適用し、旧法附則第六条第四項に規定する免税対象飼育牛に係る所得

に係る平成二十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 

５ 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行

日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年

度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町

村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従

前の例による。 

６ 新法第二百九十二条第一項第四号（租税特別措置法第四十二条の十二の規定に係る部

分に限る。）及び第四号の三（租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定に係る部分

に限る。）並びに新法附則第八条第五項（新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係

る部分に限る。）及び第六項（新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分

に限る。）の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度（施行日前に終了

した事業年度を除く。）分の法人の市町村民税及び同年四月一日以後に開始する連結事

業年度（施行日前に終了した連結事業年度を除く。）分の法人の市町村民税について適

用し、同年四月一日前に開始した事業年度（同日以後に開始し、施行日前に終了した事

業年度を含む。）分の法人の市町村民税及び同年四月一日前に開始した連結事業年度



（同日以後に開始し、施行日前に終了した連結事業年度を含む。）分の法人の市町村民

税については、なお従前の例による。 

７ 施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法附則第八条第三

項（新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。）、第五項（新法

第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。）及び第六項（新法第二百九十

二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。）の規定の適用については、新法附則

第八条第三項中「並びに租税特別措置法第六十八条の九、」とあるのは「並びに租税特

別措置法第六十八条の九及び」と、「並びに租税特別措置法」」とあるのは「及び租税

特別措置法」」と、同条第五項中「、第四十二条の十一（同条第一項、第六項及び第七

項を除く。）及び第四十二条の十二」とあるのは「及び第四十二条の十二の規定」と、

「及び第四十二条の十一（同条第一項、第六項及び第七項を除く。）」とあるのは「の

規定」と、同条第六項中「、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」とあるのは

「並びに租税特別措置法第六十八条の九及び第六十八条の十五の二」と、「及び第六十

八条の十五」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の九」とする。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二

十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十二年度分までの固定資産

税については、なお従前の例による。 

２ 施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第十八項に規定する家屋及び償却資

産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十三項に規定する家屋及び償却

資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

４ 旧法第三百四十九条の三第二十七項に規定する土地に対して課する平成二十三年度分

までの固定資産税については、なお従前の例による。 

５ 施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十項に規定する償却資産に対し

て課する固定資産税については、なお従前の例による。 

６ 施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十一項に規定する事務所及び倉

庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

７ 旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平

成二十三年度分までの固定資産税並びに同項に規定する固定資産のうち施行日以前に取

得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

８ 旧法第三百四十九条の三第三十三項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平

成二十三年度分までの固定資産税並びに同項に規定する固定資産のうち施行日以前に取

得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

９ 平成二十一年四月一日から施行日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十

五条第一項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税



については、なお従前の例による。 

10 旧法附則第十五条第五項に規定する路外駐車場の用に供する家屋で平成十九年四月一

日から施行日までの間に設置されたものに対して課する固定資産税については、なお従

前の例による。 

11 平成十七年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第六項に規定

する特定緑化施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

12 平成十八年四月一日から施行日までの間に取得された旧法附則第十五条第七項に規定

する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

13 平成二年一月二日から施行日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定す

る家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

14 平成二十一年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第十四項に

規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

15 平成二十二年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第十五項に

規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

16 平成二十二年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第十六項に

規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

17 旧法附則第十五条第十八項各号に掲げる家屋及び償却資産に対して課する固定資産税

については、なお従前の例による。 

18 平成十五年四月一日から施行日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十九

項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

19 平成二十一年四月一日から施行日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第二

十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

20 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一

号）の施行の日から施行日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十六項に規定す

る停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

21 平成十二年四月一日から施行日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十七項に

規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

22 平成十七年四月一日から施行日までの間に新たに製造された旧法附則第十五条第二十

九項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

23 平成十五年四月一日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間に新たに取得さ

れた同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十一項に規定する家屋

及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

24 平成二十一年四月一日から施行日までの間に設置された旧法附則第十五条第三十二項

に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

25 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第四十五号）

の施行の日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間に取得された同号に掲げ



る規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十五項に規定する家屋及び償却資産に

対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

26 平成二十二年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十七項

に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

27 平成十九年四月一日から施行日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十

九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

28 平成二十一年四月一日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間に新たに取得

された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第四十四項に規定する設

備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

29 平成十一年四月一日から施行日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第三項に

規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

30 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）の施行の日から

附則第一条第十号に定める日の前日までの間に新築された同号に掲げる規定による改正

前の地方税法附則第十五条の八第四項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住

宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

31 平成十六年十月二十三日から施行日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第

十六条の二第三項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例

による。 

32 平成十九年三月二十五日から施行日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第

十六条の二第四項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例

による。 

33 平成十九年三月二十五日から施行日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第

十六条の二第五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前

の例による。 

34 平成十九年七月十六日から施行日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十

六条の二第七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の

例による。 

 （事業所税に関する経過措置） 

第八条 旧法第七百一条の四十一第二項に規定する事業に対して課する事業所税について

は、なお従前の例による。 

２ 旧法附則第三十三条第五項に規定する事業（同項に規定する計画の公表の日から施行

日までの間に新設された同項に規定する事業所等において行うものに限る。）に対して

課する事業所税については、なお従前の例による。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

第九条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二

十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十二年度分までの都市計画



税については、なお従前の例による。 

２ 施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十三項に規定する家屋に対して

課する都市計画税については、なお従前の例による。 

３ 旧法第三百四十九条の三第二十七項に規定する土地に対して課する平成二十三年度分

までの都市計画税については、なお従前の例による。 

４ 施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十一項に規定する事務所及び倉

庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 

５ 旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平

成二十三年度分までの都市計画税及び同項に規定する固定資産のうち施行日以前に取得

された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 

６ 旧法第三百四十九条の三第三十三項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平

成二十三年度分までの都市計画税及び同項に規定する固定資産のうち施行日以前に取得

された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 

７ 平成二十一年四月一日から施行日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十

五条第一項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、な

お従前の例による。 

８ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日から施行日までの

間に取得された旧法附則第十五条第二十六項に規定する停車場建物等に対して課する都

市計画税については、なお従前の例による。 

９ 平成十五年四月一日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間に新たに取得さ

れた同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十一項に規定する家屋

に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 

10 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行の日から附則第一条第十

二号に定める日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法

附則第十五条第三十五項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従

前の例による。 

11 平成十六年十月二十三日から施行日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第

十六条の二第三項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例

による。 

12 平成十九年三月二十五日から施行日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第

十六条の二第四項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例

による。 

 （国民健康保険税に関する経過措置） 

第十条 新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、平成二十四年度分までの国民健康保険税については、な

お従前の例による。 



 （地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置） 

第十一条 第二条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第八

項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二

十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 

２ 第二条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第八条第六項の規

定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年

度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 

 （航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置） 

第十二条 第四条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法附則第二項の規定により読み

替えて適用される同法第三条第一項の規定の適用については、平成二十三年度分の航空

機燃料譲与税に限り、同項の表九月の項中「三月から八月までの間の」とあるのは「三

月の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額と同年の四月から八月

までの間における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。 

２ 平成二十三年度及び平成二十四年度における特別会計に関する法律（平成十九年法律

第二十三号）附則第五十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「当該年度

の航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは、「当該年度の航空機燃料税の収入見込

額の九分の七に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算額に計上された金額」と

する。 

３ 平成二十五年度における特別会計に関する法律附則第五十三条第一項の規定の適用に

ついては、同項中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。 

 （罰則に関する経過措置） 

第十三条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項に

おいて同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定

に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお

従前の例による。 

２ 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から平成二十三年十二月三十一日までの間

における新法第四十一条第二項及び第三百二十四条第五項の規定の適用については、新

法第四十一条第二項中「第三百十七条の二第一項から第五項まで」とあるのは「第三百

十七条の二第一項から第四項まで」と、新法第三百二十四条第五項中「同条第七項若し

くは第八項」とあるのは「同条第六項若しくは第七項」とする。 

 （政令への委任） 

第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過措置は、政令で定める。 

 （租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一

部改正） 



第十五条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法

律（昭和四十四年法律第四十六号）の一部を次のように改正する。 

  第三条の二の三中「第七百三条の四第六項から第八項まで」を「第七百三条の四」に

改め、「、同条第八項」及び「、同法第七百三条の四第八項中「同項各号」とあるのは

「第三百十四条の二第一項各号」と」を削る。 

 （地方税法等の一部を改正する法律の一部改正） 

第十六条 地方税法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第七号）の一部を次のよう

に改正する。 

  附則第八条第二項、第十三条第五項及び第十九条第二項中「第五条第十二項」を「第

五条第十三項」に、「新法」を「地方税法」に改める。 

 （放送法等の一部を改正する法律の一部改正） 

第十七条 放送法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第六十五号）の一部を次の

ように改正する。 

  附則第十九条のうち地方税法第三百四十九条の三第九項の改正規定中「第三百四十九

条の三第九項」を「第三百四十九条の三第十項」に改める。 

  附則第十九条中地方税法附則第十一条第十四項の改正規定を削る。 

  附則第十九条中地方税法附則第十五条の改正規定を次のように改める。 

   附則第十五条第十一項中「第二条第三号の三」を「第二条第二十三号」に、「一般

放送事業者」を「基幹放送事業者（日本放送協会及び放送大学学園（放送大学学園法

（平成十四年法律第百五十六号）第三条に規定する放送大学学園をいう。）を除

く。）又は放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者」に、「第二条

第二号の五」を「第二条第十八号」に改める。 

 （国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律の一部改正） 

第十八条 国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律（平成二十

三年法律第十三号）の一部を次のように改正する。 

  附則第二条中地方税法等の一部を改正する法律第一条の改正規定及び同法附則第一条

の改正規定を削る。 

 （民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法

律の一部改正） 

第十九条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正

する法律（平成二十三年法律第五十七号）の一部を次のように改正する。 

  附則第三条の二第二項中「地方税法等の一部を改正する法律（平成二十三年法律第▼

▼▼号）」を「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための

地方税法等の一部を改正する法律（平成二十三年法律第▼▼▼号）」に改める。 

 （郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一

部改正） 



第二十条 郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律の一部を次のように改正する。 

  第九条のうち地方税法附則第十五条第四十項の改正規定及び第十条のうち同法附則第

十五条第四十項の改正規定中「附則第十五条第四十項」を「附則第十五条第二十九項」

に改める。 



     理 由 

 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図る観点から、寄附金税額

控除の対象の見直し及び適用下限額の引下げ並びに個人住民税等の脱税犯に係る懲役刑の

上限の引上げ等の罰則の見直しを行うとともに、税負担軽減措置等の整理合理化等を行う

必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 


